
○

短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
十
号
）

改

正

案

現

行

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令

短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令

目
次

（
新
設
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

振
替
機
関
等
（
第
二
条
―
第
四
条
）

第
三
章

加
入
者
保
護
信
託
（
第
五
条
―
第
七
条
）

第
四
章

社
債
の
振
替
（
第
八
条
―
第
十
五
条
）

第
五
章

国
債
の
振
替
（
第
十
六
条
）

第
六
章

そ
の
他
の
社
債
等
の
振
替

第
一
節

地
方
債
の
振
替
（
第
十
七
条
）

第
二
節

投
資
法
人
債
の
振
替
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

第
三
節

相
互
会
社
の
社
債
の
振
替
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
）

第
四
節

特
定
社
債
の
振
替
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

第
五
節

特
別
法
人
債
の
振
替
（
第
二
十
四
条
）

第
六
節

投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
権
の
振
替
（
第
二
十
五
条

）

第
七
節

貸
付
信
託
の
受
益
権
の
振
替
（
第
二
十
六
条
）

第
八
節

特
定
目
的
信
託
の
受
益
権
の
振
替
（
第
二
十
七
条
）

第
九
節

外
債
の
振
替
（
第
二
十
八
条
）
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第
七
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
新
設
）

（
社
債
等
か
ら
除
か
れ
る
受
益
権
）

第
一
条

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

（
新
設
）

一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
契
約
に
お
い
て
分
割
又
は
併
合
の

定
め
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

振
替
機
関
等

（
新
設
）

（
最
低
資
本
の
額
）

（
最
低
資
本
の
額
）

第
二
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
億
円
と
す

第
一
条

短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五

る
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
億
円
と
す
る
。

（
連
帯
保
証
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
加
入
者
）

第
三
条

法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

（
新
設
）

も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者

二

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家

三

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
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（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

振
替
機
関
等
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
等
を
い
い
、
前

三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五

外
国
政
府
そ
の
他
外
国
の
法
令
上
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に

相
当
す
る
者

六

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣

が
指
定
す
る
者

（
日
本
銀
行
が
振
替
業
を
営
む
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え

）
第
四
条

法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
お
い
て
法
第
四
十
七
条
の
指
定
を
受
け
た
日

（
新
設
）

本
銀
行
に
つ
い
て
、
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
四
十
八
条
に
お
い
て

第
四
号

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

読
み
替
え
て
適
用
す
る

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
百
三
条
第
一
項
若
し

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

く
は
第
百
七
条
第
一
項

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

又
は
第
七
十
八
条
第
一

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

項
（
第
百
十
三
条
、
第
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び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

百
十
五
条
、
第
百
十
七

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

条
、
第
百
十
八
条
、
第

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

百
二
十
条
、
第
百
二
十

又
は
第
百
七
条
第
一
項

一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

第
十
一
条
第
一
項

第
三
十
三
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

第
六
号

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
三
十
三
条

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
四
十
八
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

読
み
替
え
て
適
用
す
る

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
百
三
条
第
一
項
若
し

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

く
は
第
百
七
条
第
一
項

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

若
し
く
は

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一
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項第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
四
条
第
一
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

第
二
十
三
条

第
四
十
二
条
ま
で

こ
の
条
、
第
三
十
一
条

、
第
四
十
八
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
四
十
一
条
及
び
第

四
十
二
条

第
二
十
三
条
第
一

前
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

号

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
十
二
条
第
一
項

第
三
十
一
条

次
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

－５－



読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
三
十
二
条

第
四
十
二
条

第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
十
二
条
第
一
項

前
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
四
十
一
条
第
一
項

第
五
十
八
条

第
九
十
二
条
第
二
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
九
十
二
条
第
二
項

第
五
十
九
条
第
一

前
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
五
十
八
条

第
六
十
二
条
第
二

第
五
十
一
条
第
一
項
本
文

第
四
十
八
条
に
お
い
て

項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
五
十
一
条
第
一
項
本

文
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第
八
十
八
条

第
九
十
八
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
九
十
八
条

次
条
第
二
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
八
十
九
条
第
二
項

第
八
十
九
条
第
二

第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
十
一
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
四
十
一
条
第
一
項

第
九
十
条
第
二
項

第
九
十
三
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

及
び
第
三
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
九
十
三
条

第
九
十
七
条

第
九
十
一
条
第
三
項
各
号

第
四
十
八
条
に
お
い
て

、
第
四
項
各
号
又
は
第
五

読
み
替
え
て
適
用
す
る
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項
各
号

第
九
十
一
条
第
五
項
各

号
又
は
同
条
第
三
項
各

号
若
し
く
は
第
四
項
各

号

第
九
十
八
条

次
条
か
ら
第
百
二
条
ま
で

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
九
十
九
条
、
第
百
一

条
及
び
第
百
二
条
並
び

に
第
百
条

第
百
三
条
第
一
項

前
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

及
び
第
二
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
二
条

第
百
四
条
第
一
項

前
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
三
条
第
一
項

第
百
五
条
第
一
項

第
百
三
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

及
び
第
二
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
三
条
第
一
項
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第
百
七
条
第
一
項

第
百
二
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
二
条

第
九
十
三
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
九
十
三
条

第
百
七
条
第
二
項

第
百
二
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

及
び
第
三
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
二
条

第
百
八
条
第
一
項

前
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
七
条
第
一
項

第
九
十
三
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
九
十
三
条

第
百
九
条

第
百
七
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
七
条
第
一
項
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第
百
二
十
九
条
第

第
八
十
九
条
第
二
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

三
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
八
十
九
条
第
二
項

第
百
三
十
一
条

第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
十
二
条
第
一
項

第
百
三
十
二
条
第

第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

一
項
第
二
号

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
十
二
条
第
一
項

第
百
三
十
二
条
第

第
四
十
一
条
第
二
項

第
四
十
八
条
に
お
い
て

二
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
四
十
一
条
第
二
項

第
百
三
十
五
条
第

第
百
二
十
九
条
第
一
項
及

第
四
十
八
条
に
お
い
て

六
項

び
第
五
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
百
二
十
九
条
第
一
項

及
び
同
条
第
五
項

附
則
第
二
十
条
第

附
則
第
二
十
二
条

第
四
十
八
条
に
お
い
て
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一
項
第
一
号

読
み
替
え
て
適
用
す
る

附
則
第
二
十
二
条

第
三
章

加
入
者
保
護
信
託

（
新
設
）

（
受
益
者
へ
の
支
払
に
係
る
公
告
事
項
）

第
五
条

法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

（
新
設
）

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
条
第
一
項
の
請
求
の
届
出
方
法

二

法
第
六
十
条
第
一
項
の
金
額
の
支
払
期
間
、
支
払
場
所
及
び
支
払
方
法

三

加
入
者
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
を
い
う
。
第
七
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
法
第
六
十
条
第
一
項
の
請
求
の
際
に
提
出
又
は
提
示
を
す

べ
き
資
料
そ
の
他
の
も
の

四

そ
の
他
加
入
者
保
護
信
託
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
保

護
信
託
を
い
う
。
）
の
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
届
出
期
間
の
変
更
事
由
）

第
六
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲

（
新
設
）

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

破
産
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
百
六
十
条
の
規
定
に
よ

る
配
当
の
公
告

二

会
社
更
生
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
二
百
三
十
二
条
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第
一
項
又
は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画
認

可
の
決
定

三

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
百
七
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
計
画
認
可
の
決
定

（
受
益
者
へ
の
支
払
の
限
度
額
）

第
七
条

法
第
六
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
千
万
円
と

（
新
設
）

す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
の
前
に
破
産
直
近
上
位
機
関

機
関
等
（
法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
破
産
直
近
上
位
機
関
機
関
等
を
い
う
。

）
に
係
る
破
産
手
続
、
再
生
手
続
、
更
生
手
続
、
整
理
手
続
、
特
別
清
算
手
続

又
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
に
お
け
る
配
当
又
は
弁
済
（
優
先
権
の
あ
る
債
権
に

係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
弁
済
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。

一

補
償
対
象
債
権
（
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
対
象
債
権
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
が
千
万
円
以
下
の
場
合

当
該

補
償
対
象
債
権
の
額
か
ら
、
当
該
補
償
対
象
債
権
を
有
す
る
加
入
者
に
対
す

る
弁
済
等
の
額
（
当
該
加
入
者
が
、
当
該
補
償
対
象
債
権
以
外
に
当
該
弁
済

等
に
係
る
債
権
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
加
入
者
に
対
す
る
弁
済
等

の
額
に
、
当
該
補
償
対
象
債
権
の
額
を
当
該
弁
済
等
に
係
る
債
権
の
総
額
で

除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
て

得
た
額
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二

補
償
対
象
債
権
の
額
が
千
万
円
を
超
え
る
場
合

千
万
円
か
ら
、
当
該
補

償
対
象
債
権
を
有
す
る
加
入
者
に
対
す
る
弁
済
等
の
額
に
、
千
万
円
を
補
償

対
象
債
権
の
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額

第
四
章

社
債
の
振
替

（
新
設
）

（
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
事
項
）

（
振
替
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

第
八
条

法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
二
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、

振
替
社
債
に
関
す
る
処
分
の
制
限
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

短
期
社
債
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
社
債
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
銘
柄
（
法
第
四
十
六
条
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
銘
柄
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
の
金
額
の
減
額

及
び
増
額
の
原
因

二

短
期
社
債
に
関
す
る
処
分
の
制
限
に
関
す
る
事
項

（
機
関
口
座
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

（
削
る
）

第
三
条

法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、

銘
柄
ご
と
の
金
額
の
減
額
及
び
増
額
の
原
因
と
す
る
。

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
申
請
）

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
申
請
）

第
九
条

法
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八

第
四
条

法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八

条
ま
で
に
お
い
て
「
信
託
の
記
載
又
は
記
録
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に

条
ま
で
に
お
い
て
「
信
託
の
記
載
又
は
記
録
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
そ
の
直
近

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
振
替
機
関
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上
位
機
関
に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行
う
。

に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行
う
。

一

信
託
の
委
託
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
託
者
」
と
い
う

一

信
託
の
委
託
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
託
者
」
と
い
う

。
）
の
信
託
の
受
託
者
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条

。
）
の
信
託
の
受
託
者
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
七
条
及
び
第
九
条
に
お

に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
振
替
社
債
の
譲
渡
又
は
質
入

い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
短
期
社
債
の
譲
渡
又
は
質
入
れ
に

れ
に
よ
り
当
該
振
替
社
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
場
合

委
託
者

よ
り
当
該
短
期
社
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
場
合

委
託
者

二

振
替
社
債
が
信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
十
四
条
に
規

二

短
期
社
債
が
信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
十
四
条
に
規

定
す
る
受
託
者
の
得
た
財
産
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
信
託
財
産
に
属
す
る

定
す
る
受
託
者
の
得
た
財
産
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
信
託
財
産
に
属
す
る

場
合

受
託
者

場
合

受
託
者

三

信
託
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
復
旧
に
よ
り
振
替
社
債
が

三

信
託
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
復
旧
に
よ
り
短
期
社
債
が

信
託
財
産
に
属
す
る
場
合

受
託
者

信
託
財
産
に
属
す
る
場
合

受
託
者

四

（
略
）

四

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
申
請
に
係
る
振
替
社
債
の
銘
柄
及
び
金
額

二

当
該
申
請
に
係
る
短
期
社
債
の
銘
柄
及
び
金
額

三

第
一
号
の
口
座
に
お
い
て
信
託
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
法
第
六

三

第
一
号
の
口
座
に
お
い
て
信
託
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
る
の
が
法
第
四

十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
す
る
欄

十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
す
る
欄

か
、
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
す
る
欄

か
、
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
す
る
欄

か
の
別

か
の
別

（
代
位
に
よ
る
申
請
）

（
代
位
に
よ
る
申
請
）

第
十
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

信
託
の
受
益
者
又
は
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
と
き
は

２

信
託
の
受
益
者
又
は
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
と
き
は
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、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
位
の

、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
位
の

原
因
を
示
し
、
か
つ
、
当
該
代
位
の
原
因
及
び
当
該
申
請
に
係
る
振
替
社
債
が

原
因
を
示
し
、
か
つ
、
当
該
代
位
の
原
因
及
び
当
該
申
請
に
係
る
短
期
社
債
が

信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
同
時
申
請
）

（
同
時
申
請
）

第
十
一
条

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
の
記
載

第
六
条

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
の
記
載
又

又
は
記
録
の
申
請
は
、
同
号
に
規
定
す
る
振
替
社
債
の
譲
渡
又
は
質
入
れ
に
係

は
記
録
の
申
請
は
、
同
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
の
譲
渡
又
は
質
入
れ
に
係
る

る
振
替
の
申
請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

振
替
の
申
請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
機
関
等
は
、
法
第
七
十
条
第
四
項
第
二
号
若

（
新
設
）

し
く
は
第
四
号
、
第
五
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
七
項
第
二
号
（
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き

は
、
同
時
に
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
も
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
振
替
機
関
等
は
、
法
第
七
十
条
第
四
項

（
新
設
）

第
三
号
、
第
五
項
第
三
号
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
七
項
第
一
号
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
を
す
る
と
き
は
、
同
時
に
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
通
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
信
託
の

記
載
又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
の
申
請
）

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
の
申
請
）

第
十
二
条

信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

第
七
条

信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
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分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
す

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
振
替
機
関
に
対
す
る
申
請
に
よ

る
申
請
に
よ
り
行
う
。

り
行
う
。

一

振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
の
移
転
に
よ
り
当
該
振
替
社
債
が
信
託
財
産

一

短
期
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
の
移
転
に
よ
り
当
該
短
期
社
債
が
信
託
財
産

に
属
さ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

受
託
者

に
属
さ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

受
託
者

二

信
託
の
終
了
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
が

二

信
託
の
終
了
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
短
期
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
が

移
転
す
べ
き
も
の
と
な
る
場
合

受
託
者

移
転
す
べ
き
も
の
と
な
る
場
合

受
託
者

三

（
略
）

三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
申
請
に
係
る
振
替
社
債
の
銘
柄
及
び
金
額

二

当
該
申
請
に
係
る
短
期
社
債
の
銘
柄
及
び
金
額

三

第
一
号
の
口
座
に
お
い
て
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
が
さ
れ
る
の
が

三

第
一
号
の
口
座
に
お
い
て
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
が
さ
れ
る
の
が

法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録

す
る
欄
か
、
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録

す
る
欄
か
、
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録

す
る
欄
か
の
別

す
る
欄
か
の
別

（
同
時
申
請
）

（
同
時
申
請
）

第
十
三
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
受
託
者
の
更
迭
）

（
受
託
者
の
更
迭
）

第
十
四
条

受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
法
第
五
十
条
第

第
九
条

受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
法
第
五
十
条
第
一

一
項
に
規
定
す
る
前
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
社
債
に
つ
い
て
同

項
に
規
定
す
る
前
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
短
期
社
債
に
つ
い
て
同
項

項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
の
口
座
に
増
額
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
旨
の
振
替

に
規
定
す
る
新
受
託
者
の
口
座
に
増
額
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
旨
の
振
替
の
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の
申
請
を
す
る
の
と
同
時
に
、
当
該
振
替
社
債
に
つ
い
て
、
第
九
条
第
一
項
第

申
請
を
す
る
の
と
同
時
に
、
当
該
短
期
社
債
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
四

四
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

号
及
び
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
と
同
時
に
、
そ
の
更
迭
を
証

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
と
同
時
に
、
そ
の
更
迭
を
証
明
す

明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
前
段
の
場
合
に
つ
い
て
準

（
新
設
）

用
す
る
。

３

信
託
法
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
又
は
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ

２

信
託
法
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
又
は
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
受
託
者
の
任
務
の
終
了
及
び
受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は

る
受
託
者
の
任
務
の
終
了
及
び
受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
も
、
第
一
項
前
段
に
規
定
す

同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
も
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
申

る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
振
替
社
債
の
内
容
の
公
示
）

第
十
五
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第

（
新
設
）

六
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
電
磁
的
方
法
（
法
第
三
十
四
条

第
三
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
・
法
務
省

令
（
国
債
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
府
令
・
法
務
省

令
・
財
務
省
令
）
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
通
知
に

係
る
振
替
社
債
に
つ
い
て
、
振
替
機
関
に
備
え
る
振
替
口
座
簿
中
に
記
載
さ
れ

、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
振
替
社
債
の
金
額
の
全
額
に
つ
き
振
替
口
座
簿

の
抹
消
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
、
不
特
定
多
数
の
者
が
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

第
五
章

国
債
の
振
替

（
新
設
）
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（
国
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
十
六
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
九
十
一
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令

（
新
設
）

で
定
め
る
事
項
に
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
条
に
規
定

す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第

法
第
六
十
八
条
第
三
項
第

法
第
九
十
一
条
第
三
項

三
号

三
号

第
三
号

第
十
一
条
第
二
項

法
第
七
十
条
第
四
項
第
二

法
第
九
十
五
条
第
四
項

号

第
二
号

第
十
一
条
三
項

法
第
七
十
条
第
四
項
第
三

法
第
九
十
五
条
第
四
項

号

第
三
号

第
十
二
条
第
二
項

法
第
六
十
八
条
第
三
項
第

法
第
九
十
一
条
第
三
項

第
三
号

三
号

第
三
号

第
六
章

そ
の
他
の
社
債
等
の
振
替

（
新
設
）

第
一
節

地
方
債
の
振
替

（
新
設
）

－１８－



（
地
方
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
十
七
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

（
新
設
）

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条
か
ら

第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
二
節

投
資
法
人
債
の
振
替

（
新
設
）

（
投
資
法
人
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
十
八
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

（
新
設
）

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条
か
ら

第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
投
資
法
人
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
九
条

法
第
百
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
規
定
す
る
投
資
法
人
債
に

つ
い
て
法
第
四
章
の
規
定
（
第
六
十
六
条
第
一
号
、
第
八
十
三
条
並
び
に
第
八

－１９－



十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
六
十
九
条
第
一

商
法
第
三
百
六
条
第
一
項

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

人
に
関
す
る
法
律
第
百

三
十
九
条
の
六
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
商

法
第
三
百
六
条
第
一
項

第
八
十
四
条
第
三

商
法
第
三
百
二
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

人
に
関
す
る
法
律
第
百

三
十
九
条
の
六
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
商
法
第
三
百

二
条

第
八
十
五
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
一
条
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

一
項

人
に
関
す
る
法
律
第
百

三
十
九
条
の
六
第
一
項

－２０－



に
お
い
て
準
用
す
る
商

法
第
三
百
二
十
一
条
第

一
項

第
八
十
五
条
第
二

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項

項
及
び
第
三
百
二
十
九
条

人
に
関
す
る
法
律
第
百

第
一
項

三
十
九
条
の
六
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
商

法
第
三
百
二
十
条
第
三

項
及
び
第
三
百
二
十
九

条
第
一
項

第
八
十
六
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項
第
一
号

項

人
に
関
す
る
法
律
第
百

三
十
九
条
の
六
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
商

法
第
三
百
二
十
条
第
三

項

第
八
十
六
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
条
第
五

投
資
信
託
及
び
投
資
法

項
第
二
号

項

人
に
関
す
る
法
律
第
百

三
十
九
条
の
六
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
商

－２１－



法
第
三
百
二
十
条
第
五

項

第
三
節

相
互
会
社
の
社
債
の
振
替

（
新
設
）

（
相
互
会
社
の
社
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

（
新
設
）

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条
か
ら

第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
相
互
会
社
の
社
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
一
条

法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第

（
新
設
）

百
五
号
）
に
規
定
す
る
相
互
会
社
の
社
債
に
つ
い
て
法
第
四
章
の
規
定
（
第
六

十
六
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
第
八
十
三
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

－２２－



第
六
十
九
条
第
一

商
法
第
三
百
六
条
第
一
項

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
六
条

第
一
項

第
七
十
一
条
第
七

社
債
管
理
会
社
又
は

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
二
百
九
十

七
条
に
規
定
す
る
社
債

管
理
会
社
（
第
百
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
八
十
六
条
第
三
項
第

一
号
に
お
い
て
単
に
「

社
債
管
理
会
社
」
と
い

う
。
）
又
は

第
八
十
四
条
第
一

社
債
申
込
証

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
社

債
申
込
証
（
第
百
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る

－２３－



第
八
十
四
条
第
三
項
に

お
い
て
単
に
「
社
債
申

込
証
」
と
い
う
。
）

第
八
十
四
条
第
二

社
債
原
簿

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
十
七

条
に
規
定
す
る
社
債
原

簿

第
八
十
四
条
第
三

商
法
第
三
百
二
条

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
二
条

第
八
十
五
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
一
条
第

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項

一
項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
二
十

一
条
第
一
項

社
債
権
者
集
会

保
険
業
法
第
六
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
九
条

ノ
二
第
一
項
に
規
定
す

－２４－



る
社
債
権
者
集
会
（
第

百
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
八
十
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
お

い
て
単
に
「
社
債
権
者

集
会
」
と
い
う
。
）

第
八
十
五
条
第
二

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項

項
及
び
第
三
百
二
十
九
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
一
項

す
る
商
法
第
三
百
二
十

条
第
三
項
及
び
第
三
百

二
十
九
条
第
一
項

第
八
十
六
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項
第
一
号

項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
二
十

条
第
三
項

第
八
十
六
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
条
第
五

保
険
業
法
第
六
十
一
条

項
第
二
号

項

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
商
法
第
三
百
二
十

条
第
五
項

－２５－



第
四
節

特
定
社
債
の
振
替

（
新
設
）

（
特
定
社
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
二
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

（
新
設
）

八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条
か

ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方

法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
特
定
社
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
三
条

法
第
百
十
八
条
の
規
定
に
お
い
て
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律

（
新
設
）

（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
特
定
社
債
（
転
換
特
定
社
債
及
び

新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
を
除
き
、
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産

の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

九
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特

定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
旧
資

産
流
動
化
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
特
定
社
債
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
法

第
四
章
の
規
定
（
第
六
十
六
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
第
八
十
三
条
の
規

定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
六
十
九
条
第
一

商
法
第
三
百
六
条
第
一
項

資
産
の
流
動
化
に
関
す

項

に
規
定
す
る
払
込
み

る
法
律
第
百
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
商
法
第
三
百
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
払
込

み
（
旧
資
産
流
動
化
法

第
百
十
三
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
商
法

第
三
百
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
払
込
み
を
含

む
。
）

第
八
十
四
条
第
三

商
法
第
三
百
二
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す

項

る
法
律
第
百
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
商
法
第

三
百
二
条
（
旧
資
産
流

動
化
法
第
百
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
読
み
替
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え
て
準
用
す
る
商
法
第

三
百
二
条
を
含
む
。
）

第
八
十
五
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
一
条
第

資
産
の
流
動
化
に
関
す

項

一
項

る
法
律
第
百
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
商
法
第
三
百
二
十
一

条
第
一
項
（
旧
資
産
流

動
化
法
第
百
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
商
法
第
三
百
二
十
一

条
第
一
項
を
含
む
。
）

第
八
十
五
条
第
二

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三

資
産
の
流
動
化
に
関
す

項

項
及
び
第
三
百
二
十
九
条

る
法
律
第
百
十
三
条
第

第
一
項

一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
商
法
第
三
百
二
十
条

第
三
項
及
び
第
三
百
二

十
九
条
第
一
項
（
旧
資

産
流
動
化
法
第
百
十
三

条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
商
法
第
三
百
二

十
条
第
三
項
及
び
第
三
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百
二
十
九
条
第
一
項
を

含
む
。
）

第
八
十
六
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三

資
産
の
流
動
化
に
関
す

項
第
一
号

項

る
法
律
第
百
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
商
法
第
三
百
二
十
条

第
三
項
（
旧
資
産
流
動

化
法
第
百
十
三
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る

商
法
第
三
百
二
十
条
第

三
項
を
含
む
。
）

第
八
十
六
条
第
一

商
法
第
三
百
二
十
条
第
五

資
産
の
流
動
化
に
関
す

項
第
二
号

項

る
法
律
第
百
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
商
法
第
三
百
二
十
条

第
五
項
（
旧
資
産
流
動

化
法
第
百
十
三
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る

商
法
第
三
百
二
十
条
第

五
項
を
含
む
。
）
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第
五
節

特
別
法
人
債
の
振
替

（
新
設
）

（
特
別
法
人
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
四
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

（
新
設
）

八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条
か

ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方

法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
六
節

投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
権
の
振
替

（
新
設
）

（
投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準

用
）

第
二
十
五
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

（
新
設
）

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条

か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百

二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

－３０－



第
九
条
第
二
項
第

金
額

口
数

二
号
及
び
第
十
二

条
第
二
項
第
二
号

第
十
四
条
第
一
項

増
額

口
数
の
増
加

第
十
五
条

金
額
の
全
額

口
数
の
全
口
数

第
七
節

貸
付
信
託
の
受
益
権
の
振
替

（
新
設
）

（
貸
付
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
六
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

（
新
設
）

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条

か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百

二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
八
節

特
定
目
的
信
託
の
受
益
権
の
振
替

（
新
設
）

（
特
定
目
的
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）
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第
二
十
七
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

（
新
設
）

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条

か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百

二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第

金
額

持
分
の
数

二
号
及
び
第
十
二

条
第
二
項
第
二
号

第
十
四
条
第
一
項

増
額

持
分
の
数
の
増
加

第
十
五
条

金
額
の
全
額

持
分
の
数
の
す
べ
て

第
九
節

外
債
の
振
替

（
新
設
）

（
外
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
八
条

第
八
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

（
新
設
）
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十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条

か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
法
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
七
章

雑
則

（
新
設
）

（
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
事
項
の
証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
利

（
振
替
口
座
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
の
証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

害
関
係
者
）

る
利
害
関
係
者
）

第
二
十
九
条

法
第
百
二
十
八
条
（
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を

第
十
条

法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め

含
む
。
）
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

、
当
該
口
座
を
自
己
の
口
座
と
す
る
加
入
者
の
財
産
の
管
理
及
び
処
分
を
す
る

一

短
期
社
債
の
発
行
者

権
利
を
有
す
る
者
そ
の
他
当
該
口
座
を
開
設
し
た
口
座
管
理
機
関
の
上
位
機
関

二

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
加
入
者
の
財
産
の
管
理
及
び
処
分
を
す
る

で
あ
る
振
替
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

権
利
を
有
す
る
者

（
短
期
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

（
削
る
）

第
十
一
条

第
二
条
の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六

条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
三
条
の
規

定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
は

法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記

録
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

－３３－



条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
短
期
社
債
以
外
の
短
期
社
債
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

（
削
る
）

第
十
二
条

法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
お
い
て
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ

る
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
短
期
社
債
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
（
第
四
節
の
規
定
を
除
く
。
）
を

準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
四
十
五
条
第
一

商
法
第
三
百
六
条
第
一

保
険
業
法
第
六
十
一
条
第

項

項

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

商
法
第
三
百
六
条
第
一
項

第
四
十
六
条
第
一

商
号

名
称

項
第
二
号

第
四
十
七
条
第
一

商
法
第
三
百
六
条
第
一

保
険
業
法
第
六
十
一
条
第

項

項

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

商
法
第
三
百
六
条
第
一
項

－３４－



２

法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
お
い
て
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
資
産

の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規

定
す
る
特
定
短
期
社
債
（
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特

定
短
期
社
債
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
法
第
三
章
の
規
定
（
第
四
節
の
規
定
を
除

く
。
）
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
四
十
五
条
第
一

社
債
券
（
商
法
第
三
百

特
定
社
債
券
（
資
産
の
流

項

六
条
第
一
項
に
規
定
す

動
化
に
関
す
る
法
律
（
以

る
債
券

下
「
資
産
流
動
化
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
九
項

に
規
定
す
る
特
定
社
債
券

（
特
定
目
的
会
社
に
よ
る

特
定
資
産
の
流
動
化
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特

定
資
産
の
流
動
化
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
旧
資
産

流
動
化
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す

る
特
定
社
債
券
を
含
む
。

）

第
四
十
五
条
第
二

社
債
権
者

特
定
社
債
権
者

項

社
債
券

特
定
社
債
券

第
四
十
七
条
第
一

商
法
第
三
百
六
条
第
一

資
産
流
動
化
法
第
百
十
三

項

項

条
第
一
項
及
び
旧
資
産
流

動
化
法
第
百
十
三
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
商

法
第
三
百
六
条
第
一
項

第
四
十
九
条
第
五

社
債
権
者

特
定
社
債
権
者
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項
、
第
五
十
六
条

第
一
項
、
第
五
十

七
条
並
び
に
第
五

十
八
条
第
二
項
及

び
第
三
項

（
金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限
）

（
金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限
）

第
三
十
条

法
第
百
三
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

第
十
三
条

法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

一

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

二

法
第
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

二

法
第
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

三

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
条
第
一
項
の
指
定
の
取
消

三

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
条
第
一
項
の
指
定
の
取
消

し

し

四

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
号
の
指
定
及
び
前
号
の
指

四

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
号
の
指
定
及
び
前
号
の
指
定

定
の
取
消
し
に
係
る
通
知

の
取
消
し
に
係
る
通
知

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
証
券
取
引
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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（
削
る
）

第
二
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号

）
に
規
定
す
る
短
期
社
債
に
係
る
も
の

二

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
短
期
社
債
に
係

る
も
の

三

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
十

三
条
の
八
第
四
項
」
に
、
「
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

（
郵
便
貯
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
郵
便
貯
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
郵
便
貯
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
郵
便
貯
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）
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（
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

（
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

う
経
過
措
置
）

う
経
過
措
置
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
削
る
）

第
七
条

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年

政
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
三
号
イ
中
「
第
二
条
第
十
二
項
」
を
「
第
二
条
第
十
三
項
」

に
改
め
る
。

（
特
定
債
権
等
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
削
る
）

第
八
条

特
定
債
権
等
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年

政
令
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

（
金
融
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

（
削
る
）

第
九
条

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
ネ
を
ナ
と
し
、
ツ
を
ネ
と
し
、
ソ
を
ツ
と
し
、
レ
を
ソ
と

し
、
タ
を
レ
と
し
、
ヨ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

タ

振
替
機
関
（
短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
を
い
う
。
）

－３９－



（
特
例
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
六
条

法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
特
例
社
債
（
同
条
に
規
定
す
る
特
例
社
債
を

（
新
設
）

い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
、
振
替
社
債
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
六
十
六
第

一
号
及
び
第
二
号
、
第
六
十
九
条
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
四
条
第
一
項
、
第

二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
、
第
八
十
七
条
、
第
五
章
並
び
に
第
六
章
並
び
に

附
則
第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定

並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
六
十
八
条
第
三
項
第

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

記
載
し
、
又
は
記
録
す

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

る
欄

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
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二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
七
十
条
第
一
項

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

（
法
附
則
第
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
七
条

法
附
則
第
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一

日
と
す
る
。

（
特
例
国
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
八
条

法
附
則
第
十
九
条
に
お
い
て
特
例
国
債
（
同
条
に
規
定
す
る
特
例
国
債

を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
、
振
替
国
債
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（
第
四
章
、
第
九
十
条
、
第
九

－４１－



十
二
条
か
ら
第
九
十
四
条
ま
で
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
十
条
ま
で
、
第
百
十
二

条
及
び
第
六
章
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
第
十

八
条
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
九
十
一
条
第
三
項
第

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

記
載
し
、
又
は
記
録
す

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

る
欄

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
九
十
五
条
第
一
項

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
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第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

（
特
例
地
方
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
九
条

法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
地
方
債
（
同
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
特
例
地
方
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に

記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
地
方
債
（
法
附
則
第
二

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
地
方
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
の
規

定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
五
章
、
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六

条
第
二
号
、
第
六
十
九
条
及
び
第
八
十
七
条
並
び
に
第
百
十
四
条
か
ら
第
百
二

十
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十

六
条
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

－４３－



規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
三
条
に
お
い
て

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
八
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
三
条
に
お
い
て

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
九
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

－４４－



む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
十
三
条
に
お
い
て

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

準
用
す
る
第
八
十
条
第

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

二
項
又
は
第
八
十
一
条

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
十
三
条
に
お
い
て

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

準
用
す
る
第
七
十
八
条

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

第
一
項
及
び
第
三
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

－４５－



、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
十
三
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
八
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
十
三
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
九
条

－４６－



、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
三
条
に
お
い
て

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

－４７－



、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
十
三
条
に
お
い
て

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

準
用
す
る
第
六
十
八
条

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

る
事
項
を
記
載
し
、
又

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

は
記
録
す
る
欄

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
十
三
条
に
お
い
て

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

準
用
す
る
第
七
十
条
第

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

－４８－



準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
三
条
に
お
い
て

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
六
十
七
条
第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
十
三
条
に
お
い
て

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

準
用
す
る
第
六
十
八
条

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

－４９－



て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
三
条
に
お
い
て

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
十
三
条
に
お
い
て

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

準
用
す
る
第
七
十
条
第

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

－５０－



若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四

条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項

－５１－



（
特
例
地
方
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
条

法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
地
方
債
に
つ
い
て
法
附
則

（
新
設
）

第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

第
百
十
三
条
に
お
い
て

一
項
第
一
号

号

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
八
条
第
三
項
第

二
号

附
則
第
十
四
条
第

第
三
条
第
一
項

第
十
四
条
に
お
い
て
準

二
項

用
す
る
同
法
第
三
条
第

一
項

附
則
第
十
四
条
第

第
二
条

第
十
四
条
に
お
い
て
準

三
項

用
す
る
同
法
第
二
条

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

第
百
十
三
条
に
お
い
て

五
項
第
二
号

号

準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
三
号

－５２－



附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

第
百
十
三
条
に
お
い
て

一
項

準
用
す
る
第
七
十
一
条

第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

第
百
十
三
条
に
お
い
て

四
項

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
七
条
第
一
項

（
特
例
投
資
法
人
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
一
条

法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
投
資
法
人
債
（
同
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
特
例
投
資
法
人
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振

替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
投
資
法
人

債
（
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
投
資
法
人
債
を
い
う
。
）

と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
五
章
、
第
百
十
三
条
、
第
百

十
四
条
、
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
第
二
号
、
第
六
十
九

条
、
第
八
十
四
条
第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
七
条
並
び
に
第
百

十
七
条
か
ら
第
百
二
十
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第

十
九
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
及
び
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規

定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

－５３－



読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
五
条
に
お
い
て

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
八
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
五
条
に
お
い
て

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
九
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

－５４－



い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
十
五
条
に
お
い
て

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

準
用
す
る
第
八
十
条
第

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

二
項
又
は
第
八
十
一
条

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
十
五
条
に
お
い
て

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

準
用
す
る
第
七
十
八
条

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

第
一
項
及
び
第
三
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

－５５－



百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
十
五
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
八
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
十
五
条
に
お
い
て

－５６－



百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
九
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
五
条
に
お
い
て

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

－５７－



七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
十
五
条
に
お
い
て

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

準
用
す
る
第
六
十
八
条

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

る
事
項
を
記
載
し
、
又

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

は
記
録
す
る
欄

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
十
五
条
に
お
い
て

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

準
用
す
る
第
七
十
条
第

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

－５８－



第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
五
条
に
お
い
て

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
六
十
七
条
第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
十
五
条
に
お
い
て

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

準
用
す
る
第
六
十
八
条

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及
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び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
五
条
に
お
い
て

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
十
五
条
に
お
い
て

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

準
用
す
る
第
七
十
条
第

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項
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若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四

条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項
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第
百
四
十
四
条
第

第
八
十
六
条
第
五
項
（
第

第
百
十
五
条
に
お
い
て

十
五
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

準
用
す
る
第
八
十
六
条

及
び
第
百
十
八
条
に
お
い

第
五
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
十
五
条
に
お
い
て

二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
五
条
に
お
い
て

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
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第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
五
条
に
お
い
て

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
特
例
投
資
法
人
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
二
条

法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
投
資
法
人
債
に
つ
い
て

（
新
設
）

法
附
則
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

第
百
十
五
条
に
お
い
て

一
項
第
一
号

号

準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
二
号
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附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

第
百
十
五
条
に
お
い
て

五
項
第
二
号

号

準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

第
百
十
五
条
に
お
い
て

一
項

準
用
す
る
第
七
十
一
条

第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

第
百
十
五
条
に
お
い
て

四
項

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
七
条
第
一
項

（
相
互
会
社
の
特
例
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
三
条

法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
社
債
（
同
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
特
例
社
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記

載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
相
互
会
社
の
振
替
社
債
（
法
附

則
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
社
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法

の
規
定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
五
章
、
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
十
六
条
ま
で
、

第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
各
号
、
第
六
十
九
条
、
第
八
十

四
条
第
一
項
、
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
七
条
並
び
に
第

百
十
八
条
か
ら
第
百
二
十
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
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定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
七
条
に
お
い
て

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
八
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
七
条
に
お
い
て

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
九
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

－６５－



第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
十
七
条
に
お
い
て

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

準
用
す
る
第
八
十
条
第

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

二
項
又
は
第
八
十
一
条

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
十
七
条
に
お
い
て

－６６－



第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

準
用
す
る
第
七
十
八
条

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

第
一
項
及
び
第
三
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
十
七
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
八
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一
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項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
十
七
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
九
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
七
条
に
お
い
て

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

－６８－



第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
十
七
条
に
お
い
て

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

準
用
す
る
第
六
十
八
条

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

る
事
項
を
記
載
し
、
又

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

は
記
録
す
る
欄

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
十
七
条
に
お
い
て

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

準
用
す
る
第
七
十
条
第

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

一
項

－６９－



条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
七
条
に
お
い
て

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
六
十
七
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
十
七
条
に
お
い
て

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

準
用
す
る
第
六
十
八
条

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

－７０－



八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
七
条
に
お
い
て

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
十
七
条
に
お
い
て

－７１－



十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

準
用
す
る
第
七
十
条
第

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
若
し
く
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
二
号
（
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
九
十
三
条
第
一
項
、
第

九
十
四
条
第
一
項
、
第
九

十
五
条
第
一
項
（
第
四
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
九
十
六
条

－７２－



第
一
項
、
第
百
四
条
第
四

項
又
は
第
百
八
条
第
四
項

第
百
四
十
四
条
第

第
八
十
六
条
第
五
項
（
第

第
百
十
七
条
に
お
い
て

十
五
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

準
用
す
る
第
八
十
六
条

及
び
第
百
十
八
条
に
お
い

第
五
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
十
七
条
に
お
い
て

二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
七
条
に
お
い
て

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

準
用
す
る
第
六
十
七
条

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

－７３－



十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
七
条
に
お
い
て

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

準
用
す
る
第
六
十
七
条

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
相
互
会
社
の
特
例
社
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
四
条

法
附
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
社
債
に
つ
い
て
法
附
則

（
新
設
）

第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

第
百
十
七
条
に
お
い
て

－７４－



一
項
第
一
号

号

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
八
条
第
三
項
第

二
号

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

第
百
十
七
条
に
お
い
て

五
項
第
二
号

号

準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

第
百
十
七
条
に
お
い
て

一
項

準
用
す
る
第
七
十
一
条

第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

第
百
十
七
条
に
お
い
て

四
項

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
七
条
第
一
項

（
特
例
特
定
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
五
条

法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
定
社
債
（
同
項
に
規
定

（
新
設
）

す
る
特
例
特
定
社
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入

簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
特
定
社
債
（
法
附

則
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
特
定
社
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、

法
の
規
定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
五
章
、
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
十
七
条
ま
で

－７５－



、
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
各
号
、
第
六
十
九
条
、
第
八

十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
七
条
並
び
に

第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で

、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で

の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
八
条
に
お
い
て

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
八
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
十
八
条
に
お
い
て

－７６－



第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
九
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
十
八
条
に
お
い
て

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

準
用
す
る
第
八
十
条
第

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

二
項
又
は
第
八
十
一
条

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

－７７－



条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
に
お
い
て

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

準
用
す
る
第
七
十
八
条

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

第
一
項
及
び
第
三
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
十
八
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
八
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

－７８－



び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
十
八
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
九
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
八
条
に
お
い
て

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

－７９－



、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
十
八
条
に
お
い
て

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

準
用
す
る
第
六
十
八
条

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

る
事
項
を
記
載
し
、
又

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

は
記
録
す
る
欄

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

－８０－



第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
十
八
条
に
お
い
て

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

準
用
す
る
第
七
十
条
第

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
八
条
に
お
い
て

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
六
十
七
条
第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
十
八
条
に
お
い
て

－８１－



五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

準
用
す
る
第
六
十
八
条

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
十
八
条
に
お
い
て

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

－８２－



二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
十
八
条
に
お
い
て

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

準
用
す
る
第
七
十
条
第

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四

条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

－８３－



第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項

第
百
四
十
四
条
第

第
八
十
六
条
第
五
項
（
第

第
百
十
八
条
に
お
い
て

十
五
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

準
用
す
る
第
八
十
六
条

及
び
第
百
十
八
条
に
お
い

第
五
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
十
八
条
に
お
い
て

二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
八
条
に
お
い
て

－８４－



百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
十
八
条
に
お
い
て

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
特
例
特
定
社
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
六
条

法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
特
定
社
債
に
つ
い
て
法
附

（
新
設
）

則
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

－８５－



読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

第
百
十
八
条
に
お
い
て

一
項
第
一
号

号

準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
二
号

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

第
百
十
八
条
に
お
い
て

五
項
第
二
号

号

準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

第
百
十
八
条
に
お
い
て

一
項

準
用
す
る
第
七
十
一
条

第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

第
百
十
八
条
に
お
い
て

四
項

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
七
条
第
一
項

（
特
例
特
別
法
人
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
七
条

法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
別
法
人
債
（
同
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
特
例
特
別
法
人
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振

－８６－



替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
特
別
法
人

債
（
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
特
別
法
人
債
を
い
う
。
）

と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
五
章
、
第
百
十
三
条
か
ら
第

百
十
九
条
ま
で
、
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
各
号
、
第
六

十
九
条
、
第
八
十
七
条
及
び
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
二
十
一
条
か
ら
第
百
二

十
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
三
十

条
ま
で
及
び
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
条
に
お
い
て

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
八
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

－８７－



項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
条
に
お
い
て

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

準
用
す
る
第
七
十
九
条

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
二
十
条
に
お
い
て

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

準
用
す
る
第
八
十
条
第

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

二
項
又
は
第
八
十
一
条

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

－８８－



用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
二
十
条
に
お
い
て

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

準
用
す
る
第
七
十
八
条

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

第
一
項
及
び
第
三
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
八
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

－８９－



八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
条
に
お
い
て

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

準
用
す
る
第
七
十
九
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
条
に
お
い
て

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

－９０－



す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
二
十
条
に
お
い
て

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

準
用
す
る
第
六
十
八
条

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

る
事
項
を
記
載
し
、
又

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

は
記
録
す
る
欄

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

－９１－



を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
二
十
条
に
お
い
て

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

準
用
す
る
第
七
十
条
第

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
条
に
お
い
て

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

第
六
十
七
条
第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

－９２－



。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
二
十
条
に
お
い
て

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

準
用
す
る
第
六
十
八
条

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
条
に
お
い
て

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
十
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

－９３－



第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
二
十
条
に
お
い
て

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

準
用
す
る
第
七
十
条
第

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

－９４－



合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四

条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
条
に
お
い
て

二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
条
に
お
い
て

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

－９５－



第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
条
に
お
い
て

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
特
例
特
別
法
人
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
八
条

法
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
特
別
法
人
債
に
つ
い
て

（
新
設
）

法
附
則
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

－９６－



附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

第
百
二
十
条
に
お
い
て

一
項
第
一
号

号

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
八
条
第
三
項
第

二
号

附
則
第
十
四
条
第

第
三
条
第
一
項

第
十
四
条
に
お
い
て
準

二
項

用
す
る
同
法
第
三
条
第

一
項

附
則
第
十
四
条
第

第
二
条

第
十
四
条
に
お
い
て
準

三
項

用
す
る
同
法
第
二
条

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

第
百
二
十
条
に
お
い
て

五
項
第
二
号

号

準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

第
百
二
十
条
に
お
い
て

一
項

準
用
す
る
第
七
十
一
条

第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

第
百
二
十
条
に
お
い
て

四
項

読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
七
条
第
一
項

－９７－



（
特
例
投
資
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
九
条

法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
投
資
信
託
受
益
権
（
同

（
新
設
）

項
に
規
定
す
る
特
例
投
資
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替

投
資
信
託
受
益
権
（
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
投
資
信
託

受
益
権
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
五
章
、

第
百
十
三
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
、
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

六
十
六
条
第
二
号
、
第
六
十
九
条
、
第
八
十
七
条
及
び
第
百
十
四
条
第
二
項
並

び
に
第
百
二
十
三
条
か
ら
第
百
二
十
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十

条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六

条
ま
で
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。読

み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
一
条
に
お
い

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

る
第
七
十
八
条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

－９８－



十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
一
条
に
お
い

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

る
第
七
十
九
条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
二
十
一
条
に
お
い

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

て
読
み
替
え
て
準
用
す

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

る
第
八
十
条
第
二
項
又

－９９－



三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

は
第
八
十
一
条
第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
二
十
一
条
に
お
い

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

て
読
み
替
え
て
準
用
す

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

る
第
七
十
八
条
第
一
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

及
び
第
三
項

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

－１００－



百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
一
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
七
十
八
条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
一
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
七
十
九
条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

－１０１－



。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
一
条
に
お
い

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
読
み
替
え
て
準
用
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

る
第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
条
第
一
項

、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
二
十
一
条
に
お
い

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

て
読
み
替
え
て
準
用
す

－１０２－



十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

る
第
六
十
八
条
第
三
項

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

を
記
載
し
、
又
は
記
録

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

す
る
欄

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
二
十
一
条
に
お
い

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

る
第
七
十
条
第
一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
一
条
に
お
い

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

－１０３－



、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
六
十
七
条
第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
二
十
一
条
に
お
い

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

て
準
用
す
る
第
六
十
八

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

条
第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
一
条
に
お
い

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
読
み
替
え
て
準
用
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

る
第
七
十
条
第
一
項

－１０４－



第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
二
十
一
条
に
お
い

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

る
第
七
十
条
第
一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

－１０５－



十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四

条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
一
条
に
お
い

二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

－１０６－



合
を
含
む
。
）

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
一
条
に
お
い

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
一
条
に
お
い

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
特
例
投
資
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
条

法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
投
資
信
託
受
益
権
に
つ

（
新
設
）

－１０７－



い
て
法
附
則
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
及
び

第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

第
百
二
十
一
条
に
お
い

一
項
第
一
号

号

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
八
条
第
三
項

第
二
号

附
則
第
十
四
条
第

発
行
者
（
登
録
債
に
あ
っ

発
行
者

五
項
第
一
号

て
は
、
発
行
者
及
び
登
録

機
関
）

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

第
百
二
十
一
条
に
お
い

五
項
第
二
号

号

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
八
条
第
三
項

第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

第
百
二
十
一
条
に
お
い

－１０８－



一
項

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
七
十
一
条
第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

第
百
二
十
一
条
に
お
い

四
項

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
七
条
第
一
項

（
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
一
条

法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
（

（
新
設
）

同
項
に
規
定
す
る
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振

替
貸
付
信
託
受
益
権
（
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
貸
付
信

託
受
益
権
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（
第
二
章
第
八
節
、
第
五
章

、
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
六
十
六
条
第
二
号
、
第
六
十
九
条
、
第
八
十
七
条
及
び
第
百
十
四
条
第
二

項
並
び
に
第
百
二
十
四
条
か
ら
第
百
二
十
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら

第
十
条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十

六
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

。
読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句
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規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
三
条
に
お
い

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

て
準
用
す
る
第
七
十
八

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
三
条
に
お
い

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

て
準
用
す
る
第
七
十
九

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
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む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
二
十
三
条
に
お
い

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

て
準
用
す
る
第
八
十
条

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

第
二
項
又
は
第
八
十
一

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

条
第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
二
十
三
条
に
お
い

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

て
読
み
替
え
て
準
用
す

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

る
第
七
十
八
条
第
一
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

及
び
第
三
項

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

－１１１－



、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
三
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
七
十
八
条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
三
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
準
用
す
る
第
七
十
九
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、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
三
条
に
お
い

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
第
七
十
条

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
一
項

第
七
十
条
第
一
項

、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項
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、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
二
十
三
条
に
お
い

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

て
準
用
す
る
第
六
十
八

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

条
第
三
項
第
三
号
に
掲

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

げ
る
事
項
を
記
載
し
、

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

又
は
記
録
す
る
欄

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
二
十
三
条
に
お
い

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

て
準
用
す
る
第
七
十
条

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

第
一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
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準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
三
条
に
お
い

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
六
十
七
条
第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
二
十
三
条
に
お
い

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

て
準
用
す
る
第
六
十
八

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

条
第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

－１１５－



て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
三
条
に
お
い

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
第
七
十
条

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
二
十
三
条
に
お
い

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
十
条

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

－１１６－



若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四

条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
三
条
に
お
い

－１１７－



二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
三
条
に
お
い

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
三
条
に
お
い

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

－１１８－



条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
二
条

法
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
に

（
新
設
）

つ
い
て
法
附
則
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
及

び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

附
則
第
三
十
四
条
第
一

一
項
第
一
号

号

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
三
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
八
条
第
三
項

第
二
号

附
則
第
十
四
条
第

第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
三
十
四
条
第
一

二
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る
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第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

附
則
第
三
十
四
条
第
一

五
項
第
二
号

号

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
六
十
八

条
第
三
項
第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

附
則
第
三
十
四
条
第
一

一
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
十
一

条
第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

附
則
第
三
十
四
条
第
一

四
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
三
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
七
条
第
一
項

附
則
第
十
七
条
第

第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
三
十
四
条
第
一

一
項
及
び
第
十
八

項
に
お
い
て
適
用
す
る

条

第
十
三
条
第
一
項
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（
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
三
条

法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益

（
新
設
）

権
（
同
項
に
規
定
す
る
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
、
振
替
特
定
目
的
信
託
受
益
権
（
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
振
替
特
定
目
的
信
託
受
益
権
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（
第
二

章
第
八
節
、
第
五
章
、
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
二
十
四
条
ま
で
、
第
百
二
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
第
二
号
、
第
六
十
九
条
、
第
八
十
七
条
及

び
第
百
十
四
条
第
二
項
、
第
百
二
十
七
条
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま

で
、
第
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
五
条
に
お
い

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

る
第
七
十
八
条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
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第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
五
条
に
お
い

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

る
第
七
十
九
条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
二
十
五
条
に
お
い

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

て
読
み
替
え
て
準
用
す

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

る
第
八
十
条
第
二
項
又

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

は
第
八
十
一
条
第
二
項
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百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第

百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
二
十
五
条
に
お
い

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

て
読
み
替
え
て
準
用
す

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

る
第
七
十
八
条
第
一
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

及
び
第
三
項

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

－１２３－



項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
五
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
七
十
八
条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
五
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
七
十
九
条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項
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若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
五
条
に
お
い

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
読
み
替
え
て
準
用
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

る
第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
条
第
一
項

、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
二
十
五
条
に
お
い

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

て
読
み
替
え
て
準
用
す

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

る
第
六
十
八
条
第
三
項

－１２５－



第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

を
記
載
し
、
又
は
記
録

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

す
る
欄

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
二
十
五
条
に
お
い

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

る
第
七
十
条
第
一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
五
条
に
お
い

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
六
十
七
条
第
二
項
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八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
二
十
五
条
に
お
い

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

て
準
用
す
る
第
六
十
八

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

条
第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
五
条
に
お
い

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
読
み
替
え
て
準
用
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

る
第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
条
第
一
項
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第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
二
十
五
条
に
お
い

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

る
第
七
十
条
第
一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
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及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四

条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
五
条
に
お
い

二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
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第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
五
条
に
お
い

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
五
条
に
お
い

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
四
条

法
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益

（
新
設
）

権
に
つ
い
て
法
附
則
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
本
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文
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表

の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

附
則
第
三
十
五
条
第
一

一
項
第
一
号

号

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
五
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
八
条
第
三
項

第
二
号

附
則
第
十
四
条
第

第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
三
十
五
条
第
一

二
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

附
則
第
三
十
五
条
第
一

五
項
第
二
号

号

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
五
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
八
条
第
三
項
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第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

附
則
第
三
十
五
条
第
一

一
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
五
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
七
十
一
条
第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

附
則
第
三
十
五
条
第
一

四
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
五
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
七
条
第
一
項

附
則
第
十
七
条
第

第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
三
十
五
条
第
一

一
項
及
び
第
十
八

項
に
お
い
て
適
用
す
る

条

第
十
三
条
第
一
項

（
特
例
外
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
五
条

法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
外
債
（
同
項
に
規
定

（
新
設
）

す
る
特
例
外
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に

記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
外
債
（
法
附
則
第
三
十
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六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
外
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
（

第
二
章
第
八
節
、
第
五
章
、
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
二
十
六
条
ま
で
並
び
に
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
第
二
号
、
第
六
十
九
条
、
第
八

十
七
条
及
び
第
百
十
四
条
並
び
に
附
則
第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
九

条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く

。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
七
条
に
お
い

第
四
号

た
第
七
十
八
条
第
一
項
（

て
準
用
す
る
第
七
十
八

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
条
第
一

項
又
は
第
百
七
条
第
一
項
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第
十
一
条
第
一
項

取
り
扱
う
社
債
等
に
応
じ

第
百
二
十
七
条
に
お
い

第
五
号
ロ

た
第
七
十
九
条
第
一
項
（

て
準
用
す
る
第
七
十
九

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
第
一
項

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
四
条
第
一

項
又
は
第
百
八
条
第
一
項

第
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
第
二
項
若
し
く

第
百
二
十
七
条
に
お
い

は
第
八
十
一
条
第
二
項
（

て
準
用
す
る
第
八
十
条

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

第
二
項
又
は
第
八
十
一

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第

条
第
二
項

百
十
七
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
三
条

、
第
百
二
十
五
条
及
び
第

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
五
条
第
二
項
、
第
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百
六
条
第
二
項
、
第
百
九

条
第
三
項
又
は
第
百
十
条

第
三
項

第
十
二
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

て
準
用
す
る
第
七
十
八

を
第
百
十
三
条
、
第
百
十

条
第
一
項
及
び
第
三
項

五
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百

二
十
三
条
、
第
百
二
十
五

条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
第

百
七
条
第
一
項
及
び
第
四

項

第
十
九
条

第
七
十
八
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
七
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
準
用
す
る
第
七
十
八

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
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三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
七
条
第
一

項第
七
十
九
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
七
条
に
お
い

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
準
用
す
る
第
七
十
九

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

条
第
一
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
条
第
一

項

第
五
十
八
条

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
七
条
に
お
い

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
第
七
十
条

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
一
項

第
七
十
条
第
一
項
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、
第
九
十
二
条
第
二
項
（

の
規
定

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
九
十
三
条
第
一
項
、

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第

九
十
五
条
第
一
項
、
第
九

十
六
条
第
一
項
、
第
九
十

七
条
、
第
百
三
条
第
五
項

、
第
百
四
条
第
五
項
、
第

百
七
条
第
六
項
若
し
く
は

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一

第
百
二
十
七
条
に
お
い

一
項

号
（
第
百
十
三
条
、
第
百

て
準
用
す
る
第
六
十
八

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

条
第
三
項
第
三
号
に
掲

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

げ
る
事
項
を
記
載
し
、

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第

又
は
記
録
す
る
欄

百
二
十
三
条
、
第
百
二
十

五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
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定
す
る
保
有
欄

第
七
十
条
第
一
項
（
第
百

第
百
二
十
七
条
に
お
い

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

て
準
用
す
る
第
七
十
条

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

第
一
項

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
三

条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
五
条
第
一

項

第
百
二
十
九
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
七
条
に
お
い

三
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

る
第
六
十
七
条
第
二
項

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
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第
百
三
十
五
条
第

第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い

五
項

第
六
十
九
条
第
一
項
第
五

て
準
用
す
る
第
六
十
八

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

条
第
六
項

百
十
三
条
、
第
百
十
五
条

、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

八
条
、
第
百
二
十
条
、
第

百
二
十
一
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
二
十
五
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
百
三
十
八
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
（
同

第
百
二
十
七
条
に
お
い

二
号

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
第
七
十
条

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
五
項
（
こ

第
七
十
九
条
第
五
項

れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百

十
七
条
、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
三
条
、
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第
百
二
十
五
条
及
び
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
四
条
第

第
六
十
九
条
第
二
項
第
二

第
百
二
十
七
条
に
お
い

十
四
号

号
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
十
条

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
一
項

。
）
、
第
七
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
七
十
九
条
第

又
は
第
七
十
九
条
第
四

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二

十
三
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
二
条
第

二
項
第
二
号
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

三
条
第
一
項
、
第
九
十
四
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条
第
一
項
、
第
九
十
五
条

第
一
項
（
第
四
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項

、
第
百
四
条
第
四
項
又
は

第
百
八
条
第
四
項

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第

第
百
二
十
七
条
に
お
い

二
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
一
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
七
条
に
お
い

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

－１４１－



条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

第
百
四
十
五
条
第

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第

第
百
二
十
七
条
に
お
い

三
号

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

て
読
み
替
え
て
準
用
す

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二

る
第
六
十
七
条
第
二
項

十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二

十
五
条
及
び
第
百
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

（
特
例
外
債
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
十
六
条

法
附
則
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
特
例
外
債
に
つ
い
て
法
附

（
新
設
）

則
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

附
則
第
十
二
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
二

附
則
第
三
十
六
条
第
一

一
項
第
一
号

号

項
に
お
い
て
適
用
す
る

－１４２－



第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
八
条
第
三
項

第
二
号

附
則
第
十
四
条
第

第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
三
十
六
条
第
一

二
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
十
三
条
第
一
項

第
三
条
第
一
項

第
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
三
条
第

一
項

附
則
第
十
四
条
第

第
二
条

第
十
四
条
に
お
い
て
準

三
項

用
す
る
同
法
第
二
条

附
則
第
十
四
条
第

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

附
則
第
三
十
六
条
第
一

五
項
第
二
号

号

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
六
十
八

条
第
三
項
第
三
号

附
則
第
十
六
条
第

第
七
十
一
条
第
一
項

附
則
第
三
十
六
条
第
一
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一
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
十
一

条
第
一
項

附
則
第
十
六
条
第

第
六
十
七
条
第
一
項

附
則
第
三
十
六
条
第
一

四
項

項
に
お
い
て
適
用
す
る

第
百
二
十
七
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
六
十
七
条
第
一
項

附
則
第
十
七
条
第

第
十
三
条
第
一
項

附
則
第
三
十
六
条
第
一

一
項
及
び
第
十
八

項
に
お
い
て
適
用
す
る

条

第
十
三
条
第
一
項
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